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環境省 「イタイイタイ病に関する次世代へのリスクコミュニケーション事業」 

令和７年度 富山県立イタイイタイ病資料館学校課外学習サポート事業 

 募  集  要  領  
 

１ 事業の趣旨 

環境省から委託を受けた「イタイイタイ病に関する次世代へのリスクコミュニケ

ーション事業」として実施するもので、学校から申込みを募り、イタイイタイ病資

料館（以下「資料館」という。）へ「無料送迎バス」を提供することにより、学校

の課外学習での資料館利用を促進し、次代を担うより多くの子どもたちに、イタイ

イタイ病について学んでもらうとともに、イタイイタイ病に関する意識や理解度な

ど学習成果を調査する。 

 

２ 「無料送迎バス」 の概要 

（１）運行エリア バスの運行エリアは、富山県内に限ります。 

（２）起点・終点   ①富山県内の学校が利用する場合は、各学校を起点・終点と 

            することを基本としますが、富山県内の他の見学施設を起

点・終点とすることができます。（送迎区間の取扱いについ

ては、別紙の「無料送迎の対象区間のイメージ」をご覧く

ださい。） 

②富山県外の学校が修学旅行等で利用する場合は、富山きと

きと空港、富山県内の駅やホテルなどから、起点・終点を

別々に設定できます。 

（３）運行調整 出発(到着)の場所及び時間など、バス運行にかかる連絡調整

   は、各学校とバス運行事業者の間で直接行っていただきます。 

 

３ 募集対象 

（１）応募主体 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校   

（小学部、中学部、高等部）、大学（短期大学、専門学校を含む） 

（２）利用人数   原則 10名以上での利用 

 

（３）対象活動   令和７年４月８日(火)から令和８年３月６日(金)までの間 

（休館日を除く）に、資料館で学習する課外授業（富山県外か

らの修学旅行を含む）、特別教育活動（部活動を含む） 
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４ 応募要件 

（１）イタイイタイ病についてしっかり理解してもらえるよう、資料館で用意する 

学習プラン（①ガイダンス映像の視聴、②展示室の見学、③語り部講話の聴講

など）に基づいて、学習していただきます。 

○学習プランの例  

 （ ９０分プラン） 

ガイダンス映像 

視 聴 

（ １５分 ） 

→ 
解説付き 

展示見学 

（ ３０分 ） 

→ 
 語り部講話 

聴 講 

（ ３０分 ） 

    ※移動時間を含みます。 

（２）資料館での学習成果を測るため、イタイイタイ病に関する意識や理解度等に 

関する調査票（利用者調査票）に回答いただきます。調査は、引率教員を含む

参加されたすべての方が対象となります。 

   ※利用者調査票は、来館時に引率教員にお渡ししますので、利用された日から

１か月後までに資料館へ必ず返送願います。 

   ※ただし、令和８年２月５日（木）以降に利用された場合は、事務処理の都合

上、令和８年３月６日（金）までに利用調査票を返送願います。 

 

５ 応募方法 

別紙「富山県立イタイイタイ病資料館団体見学申込書」（以下「申込書」という。）

に必要事項を記入のうえ、資料館へファックス（076-428-0833）にて申込み願いま

す。 

※申込書は、資料館ホームページからもダウンロードできます。 

※ファックスを送信前に事前に電話で予約状況をご確認ください。 

 

６ 応募開始 

令和７年３月２５日(火) 午前９時～ 

※原則、来館日の１か月前までに申し込み願います。これを過ぎますと、送迎バ

スの手配ができず、課外学習サポート事業を利用できない場合があります。 

※令和７年４月８日（火）～ ４月２４日（木）の間に来館予定の場合は、あら

かじめご相談のうえ、３月２５日（火）９時～１７時に、別紙申込書にて申

込み願います。（必着） 

 

７ 決定方法 

受入れは、先着順とし、予算の範囲内で実施します。 

 

 



- 3 - 

 

８ 事業の流れ 

（１）応募(申込み) 令和７年３月２５日(火) 午前９時～ 

     ※来館日の１か月前までに申込み願います。 

（２）決 定  先着順により決定 

（３）語り部調整 語り部講話の希望があった場合は、資料館が日程調整を行い、

   語り部を決定 

（４）運行調整 来館日の約１週間前までに、学校とバス運行事業者の間で出

   発(到着)の場所及び時間など、バス運行にかかる連絡調整

   を行う 

（５）来館・学習 ①無料送迎バスで起点（学校等）まで迎え 

    ②学習プランでの資料館見学など 

     （ガイダンス映像視聴、展示室見学、語り部講話聴講など） 

    ③無料送迎バスで終点（学校等）へ送り 

（６）利用者調査 参加者全員（引率教員を含む。）を対象とした調査の実施 

    ※利用された日から１か月後までに回答 

 

（７）その他         ①バス会社決定後の日程等の変更はできません。 

②見学の取りやめによりバスのキャンセル料が発生した場合

は、学校側の負担となります。ただし、自然災害による警

報発令等で、やむを得ず来館できなくなった場合は、キャ

ンセル料を免除します。 

③高速道路料金については、学校の所在地が朝日町、入善町、 

黒部市、氷見市、小矢部市及び南砺市の場合のみ無料送迎 

バスの対象となります。 


